
令和 ２ 年３ 月１ ７日

道 路 局 路 政 課

国道・技術課

「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」を閣議決定

一般国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理を効率的に実施するため、国が管

理する一般国道の区間（指定区間）を変更する「一般国道の指定区間を指定する政

令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

１．背景

一般国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理を効率的に実施するため、一般国道の指

定区間を指定する政令を改正し、一般国道の指定区間を新たに指定する等の必要がありま

す。

２．政令改正の概要

一般国道２３号、１１５号、１５８号、３５７号及び４１４号の５路線の一部区間を指

定区間に指定します。

また、一般国道１２６号、１７６号及び４０９号の３路線の一部区間を指定区間から除

外します。

※路線の改正の概要については、別紙を御参照ください。

３．スケジュール

・公 布 日：令和２年 ３月２３日（月）

・施 行 日：令和２年 ４月 １日（水）

問い合わせ先 代表電話：03-5253-8111

国土交通省 道路局 路 政 課 企画専門官 小宮 允 （内線37332）

国道・技術課 企画専門官 関 信郎（内線37832）

直通番号：03-5253-8480（路政課）03-5253-8492（国道・技術課）

Ｆ Ａ Ｘ：03-5253-1616（路政課）03-5253-1620（国道・技術課）



別 紙

（１）新たに指定する区間

路線名 追 加 区 間 延 長

愛知県豊川市為当 町 六反田８３番１～
とよかわ し ためとうちようろくたん だ

一般国道 ２３号 愛知県蒲 郡 市清田 町 井戸ケ沢５１番１ ９．１ｋｍ
がまごおり し せい だ ちよう い ど さわ

（蒲 郡 バイパス）
がまごおり

一般国道１１５号 福島県伊達市 霊 山町下小国字荒屋敷５番１～ １２．２ｋｍ

だ て し りようぜんまちしも お ぐにあざあら や しき

福島県伊達郡桑折町大字松原字中島４１番
だ て ぐん こ おりまちおおあざまつばらあざなかじま

岐阜県高山市上切町９０２番１～
たかやま し かみぎりまち

岐阜県高山市丹生川 町 坊方字宮ノ前５０４番２ ９．５ｋｍ
たかやま し にゆ う かわちようぼうかたあざみや の まえ

（高山清見道路）
たかやま き よ み

一般国道１５８号
福井県大野市中津川２０字三之末１６番１～

おお の し なか つ がわ あざさん の すえ

福井県大野市 東 市布弐 壱字鮭ケ洞１番１ ３５．０ｋｍ
おお の し ひがしいちぬのにじゆういち あざさけ ほら

（大野 油 坂道路）
お お の あぶらさか

東京都大田区羽田空港３丁目１番～
おお た く はね だ くうこう

一般国道３５７号 神奈川県川崎市川崎区浮島 町 ５１６番１ １．７ｋｍ
かわさき し かわさき く うきしまちよう

（多摩川トンネル）
た ま がわ

静岡県下田市６丁目２９３番１～
しも だ し

一般国道４１４号 静岡県賀茂郡河津 町 梨本字中川合野３３番１ １２．５ｋｍ
か も ぐんかわ づ ちようなしもとあざなかがわあい の

（河津下田道路）
かわ づ しも だ

計 ５路線（６区間） ８０．０ｋｍ

（２）除外する区間

路線名 除 外 区 間 延 長

一般国道１２６号
千葉県東金市大字台方字五根倉１０２６番１～

△４０.３ｋｍ

とうがね し おおあざだいかたあざ ご ね くら

千葉県千葉市 中 央区 中 央１丁目６番１０
ち ば し ちゆうおう く ちゆうおう

一般国道１７６号
兵庫県川西市小戸２丁目３１８番４～

△１２.３ｋｍ

かわにし し おお べ

大阪府大阪市淀川区新高３丁目５１１番７
おおさか し よどがわ く にいたか

千葉県東金市大字台方字五根倉１０２６番１～
△３.５ｋｍ

とうがね し おおあざだいかたあざ ご ね くら

一般国道４０９号 千葉県東金市小野字落海９８番１２
とうがね し お の あざらつかい

（一般国道１２６号との重複区間）

計 ３路線（３区間） △５６.１ｋｍ


